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１．はじめに 

 

内航海運業は国内物流の約４割、産業基礎物資輸送の約８割を担う

我が国の経済活動と国民生活を支える大動脈として重要な産業である

が、 船舶と船員の２つの高齢化、中小企業が９９．７％を占める脆弱

な経営基盤への対応など、様々な課題を抱えている。 

こうした中、２０１５年７月の交通政策審議会海事分科会基本政策

部会取りまとめにおいて、これらの課題に対し、「新たな環境への適応

を見据え、どのように効果的な解決へとつなげていくことができるか、

行政や事業者団体等の関係者間で議論・整理を行い、取り組むべき方向

性を検討することが必要」との方向性が示された。 

一方、国土交通省では、あらゆる分野で生産性の抜本的向上を図るた

めの具体的取組を進めるべく、本年３月に「国土交通省生産性革命本部」

が立ち上げられ、また、物流分野においても効率化・省力化による生産

性向上を目指していくこととなっている。 

内航海運においても、我が国の産業全体を物流の面から着実に支え

ていくとの視点に立ち、自らの事業のあり方を見つめ直し、安全・良質

な輸送サービスを持続的に提供できる産業として発展していくことが

求められている。同時に、荷主等の関係者においても、人口減少・少子

高齢化の進行等による我が国の国内貨物輸送量の減少、労働力不足の

顕在化を踏まえ、事業者による取組のみならず、物流を維持・発展させ

ていくとの観点から、荷主等と事業者間の関係者間で相互に一層連携

していくことが重要である。 

 

そこで本検討会においては、概ね１０年後の内航海運の姿も見据え、

これまでの取組の延長線に留まらず、あらゆる観点から、今後の内航海

運のあるべき姿と、それに向けて関係者が取り組むべき方向性につい

て、幅広い関係者による議論を通じて検討するものである。 

 

その上で、内航海運業界及び関係者との意見交換等を通じて既に明

らかになっている課題については、早急に着手すべき取組に関し議論

を行い、その結果を本中間取りまとめとして整理したものである。 
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２．内航海運の今後の方向性の検討に向けて 

 

２．１ 過去１０年間における内航海運を取り巻く状況の変化 

 

２００２年４月にとりまとめられた「次世代内航海運ビジョン」を踏

まえ、２００５年４月に改正内航海運業法が施行されてから、１０年以

上が経過した。 

この間、長期にわたるデフレ経済等の影響もあり、内航海運の輸送量

は約１３％（トンベース、トンキロベースともに）、事業者数は約２１％

（オペレーター、オーナーの合計）、隻数は約１４％といずれも減少す

る一方で、老齢船比率は約２５％拡大した。 

事業者構成に関しては、オペレーターが約８％の減少であるのに対

し、オーナーの減少は約３０％を超えており、老齢船比率の拡大、高齢

船員の増加、用船料の減少も含め、オーナーを取り巻く経営環境は大き

く変化を遂げてきている。 

また、内航貨物船の船員数は約７％減少し、５０歳以上の船員の割合

は約５％減少しているものの、６０歳以上の船員の割合は約２倍に増

加している。一方で、３０歳未満の船員の割合は約７割増加している

（２００６年：１，５９６人（７．３％）→２０１４年：２，６５２人

（１３．１％））。 

さらに、事業者の収入源である運賃・用船料については、ここ数年、

運賃が横ばいであるのに対し、用船料は低下している。 

一方で、荷主のニーズはますます多様化しており、大量輸送という海

上輸送の特性についても従来の状況から変化が見られ、１航海あたり

の輸送ロットは年々減少傾向を示している。 

また、改正内航海運業法施行後、最大で６００億円を超える累積債務

のあった内航海運暫定措置事業も、今後の道筋がある程度見通せる状

況となりつつあるなど、次の１０年に向けた動きもみられるところで

ある。 

こうした状況の変化を踏まえ、内航海運が安全・良質な輸送サービス

を持続的に提供できる産業として発展していくためには、官民、荷主と

事業者といった関係者が連携しながら、今後、内航海運が目指す姿につ

いて議論を進めることが求められている。 
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２．２ 内航海運の現状に関する関係者の問題意識 

 

現在の内航海運事業に対する評価、今後のあるべき姿（期待）などを

把握するため、主要荷主団体、荷主企業、造船業界、金融機関、内航海

運事業者との間で個別に意見交換を実施した。 

 

意見交換の結果を踏まえた関係者の主な問題意識は以下のとおり。 

 新規参入者やオーナーの参画による自由競争の促進のためには、

オペレーターとして荷主に安定的にサービスを供給することが

できる程度の財務基盤の強化、船隊整備（複数隻の確保）が必要。 

 コストをペイできる持続可能な事業形態とするためには、船舶の

大型化による１人あたり輸送トン数の増加を図り、人材資源を含

めた効率的な運航が必要。 

 ２次、３次オペレーターの役割や機能が変化していることを踏ま

えて目指すべき産業構造を検討することが必要。 

 オペレーターが荷主と適正に交渉できるような産業構造にして

いくことが必要。 

 オーナーのグループ化・集約化に関し、スケールメリットのみな

らず、例えば、経営上共通の目的を持つ者とのグループ化といっ

た質的な意義づけにも留意して進めていくことが必要。また、オ

ペレーターの役割との関係も検討が必要。 

 中小零細のオーナー個々の対応では限界のある予備船員を含め

た船員の確保やスキルアップ等を複数者が共同して取り組む等、

船員不足に対応した相互扶助的な船員確保・育成が必要。 

 若年船員や経験年数の浅い船員を含めた船員の安定的確保や業

務効率化のためには、船員の作業省力化に配慮し、運航・荷役に

係る商習慣・設備を改善することが必要。 

 業務効率化に向け、積載率の向上や航行経路に係る弾力的な取扱

いを図るとともに、運航支援システム等の導入や、船舶機器の陸

側監視、リアルタイムの船体動静データの把握による安全性の向

上など、IT技術の積極的な活用を進めていくことが必要。 

 オペレーターの船隊構成に関し、荷主側の専用バースの設備（荷

役設備含む）、貯蔵能力、出荷体制、作業体制等の改善（統一化）
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などに留意して、荷主も含めた計画的な代替建造を行うことが必

要。 

 新造船に加え、既存船に対する省エネ対策の促進が必要。 

 内航海運の輸送の特徴としては、例えば、雑貨等の輸送形態はセ

ミトレーラーやコンテナ等を用いた大ロット対応型であり、多頻

度少量の輸送形態に対応した陸上輸送とは１回あたりの輸送ロ

ットが異なっているといった実態にも留意して検討することが

必要。 

 

 

２．３ 検討の方向性 

 

内航海運の今後のあり方を考えるにあたっては、中・長期的視野に立

った社会経済状況の変化を見据えた検討が必要である。 

今後、人口減少・少子高齢化の進行等による内需の縮小が懸念され、

産業基礎物資輸送の大幅な増加が見込みにくい状況にあること、内航

海運の担い手の確保もより厳しさを増すことを考え合わせると、内航

海運の概ね１０年後の姿を見据えていこうとする場合、従来の枠組み

にとらわれないような知恵を官民の協力・連携の下で検討していくこ

とが求められる。 

このため、内航海運の現状と、その抱えている課題やニーズは多岐に

わたっており、内航海運の活性化に向けた今後の方向性の検討に向け

て、それらを整理し、論点を明確にしながら議論を進めていくことが重

要である。 

本検討会において、委員からは、民間企業における事業活動と、国の

政策としての支援のあり方の区分を明確にする必要がある、また、設備

投資や人的投資などの投資リスクの適切な分担を考慮する必要がある

等の意見が示されている。 

検討にあたっては、まず、内航海運業界及び関係者との意見交換等に

おいて提示された問題意識を踏まえ、検討すべき課題を次の５つに区

別して設定した。 

①産業構造強化 

②船員確保・育成 



5 

 

③船舶建造 

④業務効率化 

⑤需要獲得 

そして、これらの各課題について、早急に着手すべき事項を取りまと

めることとする。 

さらに、概ね１０年後を見据えた内航海運のあるべき姿については、

引き続き議論を深めていくこととする。 
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３．内航海運の活性化に向けて早急に着手すべき取組 

 

３．１ 産業構造強化 

 

内航海運業が安全・良質な輸送サービスを持続的に提供できる産業

構造にしていくためには、サービス水準が高く、荷主等と対等な運賃交

渉等ができるオペレーターの育成、船舶等の再投資が可能な体力の強

い船団の育成などが必要と考えられる。 

これらを達成するにあたっては、船種（荷主）の実態を踏まえながら、

事業者の投資を支える仕組みやオーナーの経営力の強化方策、オペレ

ーターや船舶管理会社のあり方の再検証を行う必要がある。 

 

  ① 早急に着手すべき取組 

 

上記の検討のためには、まず、現状の内航海運業界や市場の姿を

正確かつ客観的にとらえることが必要である。 

このため、内航海運事業者の事業実態をできるだけ客観的かつ

網羅的、正確に把握するため、全内航海運事業者を対象とした経営

実態調査を実施する。その際、以下のようなことが把握できる内容

とすることに留意する。 

 船舶の運航実態、契約実態、メンテナンス作業や荷役作業など

における船員の労務実態はどのようになっているのか。 

 荷主とオペレーター、オペレーターとオーナー、オーナーと造

船事業者などの事業者同士の関わりの中で形成されている各

市場において、事業者が企業行動を起こすために、どのような

情報に注目して意思決定をしているのか。 

 

  ② 留意事項 

 

上記の早急に着手すべき取組に関し、委員から、今後、中・長期

的な内航海運のあり方について議論を進めていくにあたっての留

意点として、以下の意見も提示された。 

 船舶と船員の高齢化のみならず、オーナーの高齢化も深刻な 
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状況であり、内航海運の産業としての持続的発展の観点から、

後継者の確保等を含め、効果的な対応を検討していく必要が

あるのではないか。 

 官と民の役割分担を見定め、官において産業構造強化策とし

て重点的に措置する分野として、どのようなものがあるのか、

あるいは、民での取組に任せておくべき分野として、どのよ

うなものがあるのかを議論する必要があるのではないか。 

 

 

３．２ 船員確保・育成 

 

我が国は本格的な人口減少・高齢化社会を迎えており、生産年齢人口

は、２０３０年には現在の約８０％、２０６０年には現在の半分近くま

で減少するおそれがある。 

内航海運の輸送は、一定の知識、経験を必要とする技能労働者（船員）

によって支えられていることから、こうした社会全体の人口構造の変

化がより顕著に現れてきている。具体的には、内航海運における船員の

年齢構成では、半数が５０歳以上で占められ、６０歳以上の割合も２

５％を超えるまでになっている。 

こうした状況を踏まえ、海の魅力のＰＲによる船員志望者の裾野の

拡大、 (独)海技教育機構をはじめとする様々なルートからの就業機会

の拡大、内航海運業界の船員の確保・育成体制の強化等に取り組むこと

が必要である。 

 

① 早急に着手すべき取組 

   

今後、高齢船員の大量離職に伴う担い手不足が生じないよう、十

分な数の若年船員を確保・育成することが必要である。 

このため、船員供給体制の強化を図る観点から、商船系高等専門

学校からの就業機会拡大のための内航海運事業者との面接機会の

拡大や、一般高校卒業者など船員養成機関を卒業していない者が

短期で海技資格を取得可能な制度の拡充、船員の業務負担軽減に

資する取組等について検討する必要がある。 
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また、船員の確保・育成体制に係る事業者間の連携の促進のため、

船員派遣制度の活用を促進することとし、そのために支障となっ

ている課題の改善について検討する必要がある。 

併せて、連携して船員の確保・育成に取り組む事業者に対する支

援措置について検討する必要がある。 

 

② 留意事項 

 

上記の早急に着手すべき取組に関し、委員から、今後、中・長期

的な内航海運のあり方について議論を進めていくにあたっての留

意点として、以下の意見も提示された。 

 荷物量、船舶数、船員数に係る今後の見通しを踏まえた議論

が必要ではないか。 

 (独)海技教育機構の定員の拡大は、引き続き必要ではないか。 

 

 

３．３ 船舶建造 

 

安全・良質な輸送サービスの持続的な提供に向け、将来的な輸送需要

等をできるだけ見極めるとともに、投資リスクを適切に分担し、計画的

に船舶の建造を進めるために効果的な方策を考える必要がある。 

 

  ① 早急に着手すべき取組 

 

安全・良質な輸送サービスを持続的に提供するためには、計画的

な船隊の維持・拡充を進めていくことが求められる。このため、

(独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構の共有建造制度のほか、船舶

の建造に係る海運事業者への誘導・支援措置を活用した取組を検

討していくことが必要と考えられる。 

さらに、効率的な輸送活動に資する点からも、 

･ 船舶用省エネ機器（低燃費ディーゼル主機、プロペラ機器、

舵、低摩擦型塗料等） 

･ 気象海象予報サービスと連携した運航支援システムや効率 
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的な配船計画の策定支援システム 

等の燃料消費量の削減による省エネ効果等が期待される機械・設

備の導入を促進することが重要である。なお、これらの導入等にあ

たっては、新造船のみならず、既存船も含めて効果的に進めていく

ための支援方策を検討する必要がある。 

また、船員の労働環境の改善への対応が求められていることも

踏まえ、省エネのみならず、人と環境に優しい船の導入についても

支援方策を検討する必要がある。 

 

  ② 留意事項 

 

上記の早急に着手すべき取組に関し、委員から、今後、中・長期

的な内航海運のあり方について議論を進めていくにあたっての留

意点として、以下の意見も提示された。 

 船種（荷主）、用船形態、事業規模により異なると考えられる

が、既にある程度荷物が安定しているような業界では、実質

的にオペレーターが一定の役割を担ってオーナーと調整し、

代替建造を計画的に進めており、オーナーの投資やリスク分

散ができている。 

 オペレーターといっても多様であることから、一概にオペレ

ーター主導による計画的な代替建造を進めていくことは難

しいと考えられるため、オーナーの経営力の強化・育成も重

要と考える。 

 中古船舶の取引をしやすい環境の整備を図ることも必要で

はないか。 

 

なお、内航海運における省エネルギー化の推進に向けて、事業者

が省エネルギー効果や費用対効果を把握し、省エネルギー投資に

踏み切れる環境を整備していくことも重要である。本年６月に取

りまとめられた「内航海運の省エネルギー化の促進に関する検討

会」報告書においては、省エネルギー効果を「見える化」する「格

付け」制度の創設が提言されており、当該制度の具体化のための検

討が求められている。 



10 

 

３．４ 業務効率化 

 

今後も人口減少・高齢化が進み、物流産業全体として担い手不足が継

続することが予測される。このような状況下で、安全・良質な輸送サー

ビスを持続的に提供し、さらに、荷主をはじめとする日本産業全体の成

長に貢献するためには、更なる技術開発や荷主と連携した集荷による

運航効率化、安全性を前提とした運航・荷役作業等の合理化等による作

業時間縮減や運航体制の見直しなど、ハード・ソフト両面で効率化・省

力化を図り、生産性を向上していくことが求められる。 

 

  ① 早急に着手すべき取組 

 

“待ち”時間の解消、稼働の向上を進めるため、業務効率化・コ

スト削減に効果的な既存の設備・機械等の導入を促進するための

支援方策を検討する必要がある。 

具体的には、 

･ 気象海象予報サービスと連携した運航支援システムや効率

的な配船計画の策定支援システム 

･ 石油・ケミカル等におけるローディングアームやディープウ

ェルポンプ 

等の運航時や荷役・離着桟作業時の効率性を高めるとともに、環境

負荷低減を図る効果が期待される設備・機械等の導入を効果的に

進めるための支援方策が挙げられる。 

なお、内航業界においては、本年６月より「航海中待機時間に関

する調査検討会」を立ち上げており、その状況にも留意して支援方

策を検討することが必要である。 

 

  ② 留意事項 

 

上記の早急に着手すべき取組に関し、委員から、今後、中・長期

的な内航海運のあり方について議論を進めていくにあたっての留

意点として、以下の意見も提示された。 

 内航サービスの水準向上に関して議論するにあたっては、時 
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には安定供給などを優先するために非効率な配船が求めら

れる場合もあることに留意すべき。 

 荷待ち時間解消に関して議論するにあたっては、それによっ

て船員の労働時間が過重にならないように留意すべき。 

 陸上輸送モードとの競争に勝ち残るとの視点から、安全性を 

確保した上で、モデル的に、究極に船員の待遇改善、労働の

軽減などを追求した船舶の実証を行うことが出来ないか。 

 オペレーターとの定期用船契約では、船員に対し荷役を行わ

せないことになっているが、実態としては、全て船員側に押

しやられ、費用分担もあいまいな状態である。また、メンテ

ナンス作業についても、分担があいまいな状態である。この

ような点について、荷主、オペレーターも含めた議論が必要

ではないか。 

 

 

３．５ 新規需要獲得 

 

昨今、貨物トラックの運転手の不足等に伴い、モーダルシフトによる

海上輸送の利用の動きが生じているが、こうした外部環境の変化を逃

すことなく取り込むことが必要である。このため、従来、トラックが活

用されている貨物でも海上輸送に転換をしやすいよう、例えば、１回あ

たりの輸送量が少量である貨物に対応したサービス（小口混載輸送）を

提供することなどが考えられる。 

 

  ① 早急に着手すべき取組 

 

内航海運においては、現状では、運航航路やダイヤ等の情報は各

社ＨＰや直接の問い合わせ等で確認しなければ判然としない状況

であり、そのことが海上輸送の潜在的利用者獲得の機会損失の一

因にもなっていると考えられる。このため、新規荷主（潜在的利用

者）の利便を考えた、ＲＯＲＯ船・コンテナ船、フェリー等の業界

横断の新規需要獲得に係る連携体制や一括情報提供サイトの構築

を検討する必要がある。 
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  ② 留意事項 

 

上記の早急に着手すべき取組に関し、委員から、今後、中・長期

的な内航海運のあり方について議論を進めていくにあたっての留 

意点として、以下の意見も提示された。 

 貨物トラックにおいては、現在、小口の長距離輸送のドライ

バーが不足しているが、これらの小口貨物が海上輸送に移る

場合の輸送形態としては、雑貨船やＲＯＲＯ船がメインにな

ると思われる。一方で、荷主側としては、雑貨船について荷

扱いや降雨時の荷役に懸念を持っている。 

 複数の荷主が荷物の共配や集約化を進めて、海上輸送に移行

しようとする場合、どの荷主がどの船舶でどのようなニーズ

で運んでいるのかという情報が必要となるが、メーカー同士

で契約を結び情報をやり取りするレベルでなければ情報が

得られない。このため、官から情報共有化に関する何らかの

後押しをしてもらえないか。 

 

  



13 

 

４．今後の進め方について 

 

本中間とりまとめにおいては、①産業構造強化、②船員確保・育成、

③船舶建造、④業務効率化、⑤需要獲得の５つのテーマについて、早急

に着手すべき取組を整理したところである。 

今後の本検討会においては、中・長期的に目指すべき取組の検討に向

け、まず、概ね１０年後の社会経済情勢の見通しを踏まえた内航海運業

のあるべき姿から議論を行うことが必要と考えられる。 

その際、内航海運業の構造改革を進める上で一定の機能を果たして

きた内航海運暫定措置事業について、今後の道筋がある程度見通せる

状況となりつつあることを踏まえた検討を行うことも重要である。 

また、内航海運業を取り巻く諸制度全般についても、内航海運が安

全・良質な輸送サービスを持続的に提供し、我が国経済社会・国民生活

を支える輸送主体として将来に希望を持って発展し得るよう、果断に

見直しを行っていくことが重要である。 

加えて、今後の内航海運において、新しい技術やシステムなどを活用

したイノベーション的な動きを促進するような方策も検討することが

必要と考えられる。 

このため、本検討会としては、今後、さらに内航海運業及びこれを取

り巻く環境の変化についての実態の調査・分析も行いつつ、こうした観

点から議論を深めていくこととする。 
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内航海運の活性化に向けた今後の方向性検討会開催実績 

 

 

第１回：平成２８年４月８日（金） １３：００～１５：００ 

○内航海運業の現状等 

   ○内航海運関係者との意見交換結果も踏まえた課題 

○意見交換 

 

第２回：平成２８年５月２６日（木） １４：００～１６：００ 

○課題・ニーズを踏まえた早急に着手すべき取組（案） 

   ○意見交換 

 

第３回：平成２８年７月１日（金） １４：００～１６：００ 

   ○中間とりまとめ（早急に着手すべき取組）（案） 

   ○意見交換 


